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要配慮者の避難の在り方検討会設置要綱

（目 的）
第１条 南海トラフ地震等の大規模災害が発生した際に、要配慮者（高齢者、障害者、乳幼
児その他の特に配慮を要する者）の心身の健康状態の悪化を防ぐため、適切な避難先の確
保等、具体的な避難対策を検討する「要配慮者の避難の在り方検討会（以下「検討会」と
いう。）」を設置する。

（所掌事項）
第２条 検討会は、次の各号に掲げる事項について検討するものとする。
（１）要配慮者の適切な避難先の確保等に関すること。
（２）避難先での適切な支援の在り方に関すること。
（３）前各号に掲げるもののほか、要配慮者の避難の在り方に関して必要な事項。

（構 成）
第３条 検討会は、別表１に掲げる分野の委員12名以内で構成するものとする。
２ 検討会には委員の互選により委員長、副委員長を置く。
３ 委員長は検討会を代表し、会務を総括する。
４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

（任 期）
第４条 委員の任期は、２年間とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠又は増員に
より選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

（会 議）
第５条 検討会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
２ 会議は委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
３ 委員長は、必要に応じて検討会の会議に委員以外の者を出席させて意見を聴取すること
ができる。

（事務局）
第６条 検討会の事務局は、別表２に掲げる関係各課で構成するものとする。
２ 検討会の庶務は、高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課において行う。

（雑 則）
第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
１ この要綱は、令和７年２月25日から施行する。
２ 第３条の規定にかかわらず、委員長選出までの間は、高知県子ども・福祉政策部地域福
祉政策課長が会議を招集する。

附 則
この要綱は、令和７年７月３日から施行する。



別表１（第３条関係）

別表２（第６条関係）

学識経験者

医療関係者

社会福祉事業関係者

社会福祉協議会

日本赤十字社

市町村

危機管理部 危機管理・防災課

危機管理部 南海トラフ地震対策課

健康政策部 保健政策課

健康政策部 健康対策課

子ども・福祉政策部 地域福祉政策課

子ども・福祉政策部 長寿社会課

子ども・福祉政策部 障害福祉課

子ども・福祉政策部 障害保健支援課

子ども・福祉政策部 子育て支援課



議事

　『高齢者の避難生活支援について』

（１）議論の流れ、留意点について（再確認）
（２）福祉避難所の想定避難者について（現状）
（３）要介護認定区分ごとの想定される避難生活場所



（１）議論の流れ、留意点について（再確認）
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【課題１】　　
　福祉避難所の想定避難者の基準が各市町村により異
なるため、県全体で把握している数字の信頼度が低い

　議論していただきたいこと

①福祉避難所の想定避難者を
　 どう考えるべきか

【課題２】　　
　各福祉避難所における受け入れ可能人数の算出方法
が定まっていない

【課題３】　　
　各福祉避難所とも高齢者、障害者等の属性ごとの受
け入れ可能人数が把握できていない

②受入可能人数の算出方法を
　 どう考えるべきか

①～③を踏まえ、 ④具体的な対応策をどう考えるか

③福祉避難所指定施設において、
   属性ごとに必要な支援を
　 どう考えるべきか

第１回資料より



　議論においてご留意いただきたいこと

議論の対象とするフェーズ　

議論の対象とするフェーズ

議論の対象者

『生活の基盤が自宅にある方』
※社会福祉施設等への入所者は、施設のBCPで対応する

発災
３日 ２週間 1カ月 1年以上

◆被害状況把握
◆人命救助活動

◆仮設住宅建設開始
◆住宅応急修理支援

◆ボランティアの受け入れ、活動

◆恒久的な住宅供給◆ライフライン復旧

半年

◆避難タワー等への避難
（個別避難計画）

◆避難所生活
◆応急仮設住宅入居 ◆再建した住宅や、災害

　公営住宅等での生活

◆「高知県福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」等の改訂
◆各市町村が作成する個別避難計画の避難先を見直し
◆具体的な対応策を南海トラフ地震対策行動計画等へ位置付け
　※議論する想定避難者等は、具体的な避難対策を検討するための土台として想定しており、
　　 各市町村において、検討会の議論を踏まえた対応を強制するものではない

議論のアウトプットの想定

行政等の
活動

要配慮者
の動き

◆DMATによる医療支援
◆保健活動 ◆DWAT等による福祉支援

◆避難所退所

1日

◆自宅の修理、再建着手◆福祉避難所などへ２次避難

◆住宅の被害認定調査

3

第１回資料より



　
 

　＜事務局＞各市町村の現在の考え方を整理　(アンケート等実施)

　【第２回、第３回】
　　想定避難者の考え方について議論　(福祉避難所に避難すべき、要配慮者の属性や支援が必要な程度　等)

　＜事務局＞議論を踏まえた想定避難者数の算出（市町村に作業依頼）

　議論の流れ（全体）

　【第４回】
　　　属性ごとの配慮事項や必要な支援内容を検討し、受け入れ施設の考え方を議論

　＜事務局＞議論を踏まえ、各施設において受入可能な要配慮者の属性と人数を精査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　②受入可能人数の算出方法をどう考えるべきか
　　　　③福祉避難所指定施設において、属性ごとに必要な支援をどう考えるべきか

 ＜事務局＞想定避難者数と福祉避難所指定施設の受入可能人数を突合 （市町村に作業依頼）
→　要配慮者の属性ごとに突合し、福祉避難所の過不足を明らかにする

広域の大規模福
祉避難所の整備

【目指す姿】　　要配慮者が適切な避難所で適切な支援を受けられる環境が整っている

①福祉避難所の想定避難者をどう考えるべきか

④具体的な対応策をどう考えるか　※以下はすべて例示

在宅避難のリスク
や実効性の検証

周辺自治体等へ
の広域避難

一般の避難所
での受入 など幅広に検討

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度
～

結果を報告、たたき台の提示

報
告
書
と
り
ま
と
め

第
５
～
７
回

検
討
会

  （市町村に算出作業を依頼）
　※令和８年度当初にとりまとめ
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　議論の流れ（令和７年度）
【目指すところ】　　具体性のある福祉避難所への想定避難者数及び福祉避難所の受入可能人数の算出
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☆議論のゴール
 　 福祉避難所が限られるなか、要配慮者の健康や要介護度の悪化を防ぎつつ、安全な避難場所を
確保するため、要配慮者の属性ごとに、下記①～③で避難生活を送る対象者の目安を示す。
　 ①避難所ではなく病院や社会福祉施設への移送が必要な人
　 ②福祉避難所への避難が必要な人
　 ③一般の避難所（福祉スペース）で生活可能な人

☆議論いただきたいこと
　　■福祉避難所での支援が難しいと想定される属性について
　　　（例：要介護5の人は、病院や社会福祉施設に移送など）
　　■福祉避難所でなければ生活が出来ないと想定される属性ごとの目安について
　　 ■その他、要配慮者の避難生活場所を検討するうえで、考慮すべきことについて　

☆議論の流れ
　　1.議論を行うにあたり、共通認識をもつ
　　　・ 要配慮者の属性ごとの特徴について
　　　・ 要配慮者の属性ごとの平時に必要な支援について
　 2.避難生活において必要な支援について
   3.要配慮者の属性ごとに、適切な避難生活場所について議論

　　　　

第２回（7/9）　　 
第３回（９～10月頃）
第４回（11～12月頃）　



（２）福祉避難所の想定避難者について（現状）
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　福祉避難所の想定避難者について（現状）

　「高知県福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」　P5
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　1.1福祉避難所の対象となる者の概数を把握　　

１ 福祉避難所の対象となる者の把握
　１．市町村は、福祉避難所の指定・整備数を検討するための基礎資料として、福祉避難所の対象となる
　　者の概数を把握する。
　　（１）福祉避難所の対象としては、主に次の者が考えられる。
　　　　①身体障害者（視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者、内部障害者等）
　　　　②知的障害者
　　　　③精神障害者
　　　　④高齢者（一人暮らし、高齢者のみ世帯等）
　　　　⑤人工呼吸器、酸素供給装置等を使用している在宅の難病患者、医療的ケアを必要とする者
　　　　⑥妊産婦、乳幼児、病弱者、傷病者

　　（２）上記のうち、既存統計や避難行動要支援者名簿等で人数の把握が可能なものについては、その
　　　　　情報を活用する。また、民生委員・児童委員（以下、本文では「民生委員」という。）、身体障害
　　　　　者相談員、知的障害者相談員からの情報や、障害者団体からの情報についても活用し、把握する。

県ガイドラインによる例示
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➀ 避難行動要支援者名簿登載者数　32,307人

15,071人（①＋②－③）×④＋⑤　　　うち、高知市　10,809人

「高知県災害時における要配慮者の
　避難支援ガイドライン」において例示

② 名簿登載者以外で福祉避難所への避難が必要な方　868人

③ 一般の避難所で受け入れる要配慮者　▲3,802人

各市町村が福祉行政等で把握している個人の情報に基づき算出
　　例：▸障害者手帳を取得していない障害者・児
　　　　　▸自力歩行が可能で自力で避難できるが、避難生活に支援が必要な高齢者　等

⑤ 介助者数　　（福祉避難所避難者（①～④）単身世帯と複数世帯の割合から算出）

④ 各市町村ごとの避難率（県平均26%）

　　例：生活の基盤が自宅にある方のうち、
　　　　　・ 要介護認定３～５を受けている者
　　　　　・ 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害者
　　　　　 （心臓・じん臓機能障害のみで該当するものは除く）
　　　　　・ 重度以上と判定された知的障害者
　　　　　・ 精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者
　　　　　・ 市の生活支援を受けている難病患者

一般の避難所の体制整備状況を踏まえ、各市町村が独自に判断

想定避難者数（令和７年３月31日時点）　※死者数、負傷者数は考慮していない　

　福祉避難所の想定避難者について（現状）

うち、高齢者　およそ　6,500人



（３）要介護認定区分ごとの想定される避難生活場所
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【議論の対象者】
　『生活の基盤が自宅にある方』
※入所施設（グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者
向け住宅を含む）の利用者を除きます。



　要介護認定区分ごとの特性（イメージ）
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介護保険制度における要介護認定の区分

区分 状態像

要支援１ 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の
状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要
する状態要支援２

要介護１ 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態

要介護２ 要介護１の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態

要介護３ 要介護２の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ
全面的な介護が必要となる状態

要介護４ 要介護３の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態

要介護５ 要介護４の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

　※厚生労働省HP「介護保険制度における要介護認定の仕組み」より

　（参考）要介護認定等基準時間の分類

直接生活介助 入浴、排せつ、食事等の介護

間接生活介助 洗濯、掃除等の家事援助等

問題行動関連行為 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等

機能訓練関連行為 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練

医療関連行為 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助

区分 左記５分野の要介護認定等基準時間

要支援 　２５分以上　３２分未満　   またはこれに相当する状態

要介護１ 　３２分以上　５０分未満　　またはこれに相当する状態

要介護２ 　５０分以上　７０分未満　　またはこれに相当する状態

要介護３ 　７０分以上　９０分未満　　またはこれに相当する状態

要介護４ 　９０分以上１１０分未満　　またはこれに相当する状態

要介護５ 　１１０分以上　　　　　 　　　またはこれに相当する状態



　要介護認定区分ごとの特性（イメージ）

11　※状態、平時に必要な支援については、個人差があります

要支援１　　高知県での認定者数　6,047人（令和6年12月時点）

区分 要介護認定の目安 状態の目安となる具体例 主に利用される介護サービス等

要支援１ 基本的に一人で生活ができる
が家事などの支援が必要。

適切なサポートがあれば、要
介護状態になることを防ぐこと
ができる。

日常生活は基本的に自分だ
けで行うことができるが、掃除
や身の回りのことの一部にお
いて、見守りや手助けが必要。

利用割合の高いサービス
福祉用具貸与　1,822人（30.1％）
通所リハビリ　　  332人（  5.5％）
訪問看護　　　　　210人（  3.5％）

※その他、市町村による介護予防・
日常生活支援総合事業や、地域の
集いやあったかふれあいセンターで
実施される「いきいき百歳体操」等
により、介護予防の取組を実施して
いる。　

　※要介護認定の目安、状態の目安となる具体例は、（株）ベネッセスタイルケアHPより抜粋（一部改変）



　要介護認定区分ごとの特性（イメージ）

12　※状態、平時に必要な支援については、個人差があります

要支援２　　高知県での認定者数　5,874人（令和6年12月時点）　

区分 要介護認定の目安 状態の目安となる具体例 主に利用される介護サービス等

要支援２ 基本的に一人で生活ができる
が、要支援１と比べ、支援を必
要とする範囲が広い。

適切なサポートがあれば、要
介護状態になることを防ぐこと
ができる。

立ち上がりや歩行などでふら
つく、入浴で背中が洗えない、
身だしなみを自分だけでは整
えられないなど支援を必要と
する場面が多い。

利用割合の高いサービス
福祉用具貸与 2,777人(47.3％）
通所リハビリ　    569人（9.7％）
訪問看護　　　    402人（6.8％）

※その他、市町村による介護予防・
日常生活支援総合事業や、地域の
集いやあったかふれあいセンターで
実施される「いきいき百歳体操」等に
より、介護予防の取組を実施してい
る。

　※要介護認定の目安、状態の目安となる具体例は、（株）ベネッセスタイルケアHPより抜粋（一部改変）



　要介護認定区分ごとの特性（イメージ）

13　※状態、平時に必要な支援については、個人差があります

要介護１　　高知県での認定者数　10,503人（令和6年12月時点）　　

区分 要介護認定の目安 状態の目安となる具体例 主に利用される介護サービス等

要介護１ 基本的に日常生活は自分で送
れるものの、要支援2よりも身体

能力や思考力の低下がみられ、
日常的に介護を必要とする。

排泄や入浴時に見守りや介助
が必要。

「薬を飲むのを忘れる」「食事を
したことを忘れる」などの認知症
初期症状がみられる場合もある。

利用割合の高いサービス
福祉用具貸与 3,503人(33.4％）
通所介護    　  2,540人（24.2％）
訪問介護　　　  2,310人（22.0％）

　※要介護認定の目安、状態の目安となる具体例は、（株）ベネッセスタイルケアHPより抜粋（一部改変）



　要介護認定区分ごとの特性（イメージ）

14　※状態、平時に必要な支援については、個人差があります

要介護２　　高知県での認定者数　7,650人（令和6年12月時点）

区分 要介護認定の目安 状態の目安となる具体例 主に利用される介護サービス等

要介護２ 食事、排泄などは自分でできる
ものの生活全般で見守りや介護
が必要。

自分だけで立ったり、歩いたりす
るのが困難。爪切り、着替え、立
ち上がり、歩行などに介助が必
要。

「薬を飲むのを忘れる」「食事を
したことを忘れる」などの認知症
初期症状がみられる場合もある。

利用割合の高いサービス
福祉用具貸与 3,667人(47.9％）
通所介護    　  1,861人（24.3％）

訪問介護　　　  1,614人（21.1％）

　※要介護認定の目安、状態の目安となる具体例は、（株）ベネッセスタイルケアHPより抜粋（一部改変）



　要介護認定区分ごとの特性（イメージ）

15　※状態、平時に必要な支援については、個人差があります

要介護３　　高知県での認定者数　6,174人（うち、入所者以外3,734人）（令和6年12月時点）

区分 要介護認定の目安 状態の目安となる具体例 主に利用される介護サービス等

要介護３ 日常生活にほぼ全面的な介護。 食事、着替え、排せつ、歯みが
きなど、日常生活において基本
的に介助を必要。

認知機能の低下などの場合に
は対応も必要。環境への適応が
難しくなったことによる行動の変
化が起こる場合がある。（例え
ば、不適切な言動　等）

利用割合の高いサービス
福祉用具貸与 2,287人(37.0％）
通所介護　  　 1,050人（17.0％）

訪問介護　　　   832人（13.5％）

　※要介護認定の目安、状態の目安となる具体例は、（株）ベネッセスタイルケアHPより抜粋（一部改変）



　要介護認定区分ごとの特性（イメージ）

16　※状態、平時に必要な支援については、個人差があります

要介護４　　高知県での認定者数　6,575人（うち、入所者以外2,773人）（令和6年12月時点）

区分 要介護認定の目安 状態の目安となる具体例 主に利用される介護サービス等

要介護４ 自力での移動ができないなど、
介護なければ日常生活を送るこ
とができない。

排せつ、食事、入浴、着替えなど
すべてにおいて介助がないと行
えない。

思考力の低下などもみられ、認
知症の諸症状への対応も必要
になることもある。

利用割合の高いサービス
老人福祉施設  1,763人(26.8％）
福祉用具貸与　1,480人（22.5％）

介護医療院　　   744人（11.3％）

　※要介護認定の目安、状態の目安となる具体例は、（株）ベネッセスタイルケアHPより抜粋（一部改変）



　要介護認定区分ごとの特性（イメージ）

17　※状態、平時に必要な支援については、個人差があります

要介護５　　高知県での認定者数　4,804人（うち、入所者以外1,852人）（令和6年12月時点）

区分 要介護認定の目安 状態の目安となる具体例 主に利用される介護サービス等

要介護５ 介護なしに日常生活を送ること
ができない。コミュニケーションを
とることが困難で、基本的に寝
たきりの状態。

日常生活全般が自分で行えな
いため、寝返りやオムツの交換、
食事などすべてで介助が必要。
会話などの意思疎通も困難。

利用割合の高いサービス
老人福祉施設  1,416人(29.5％）

介護医療院　　   820人（17.1％）
福祉用具貸与　　798人（16.6％）

　※要介護認定の目安、状態の目安となる具体例は、（株）ベネッセスタイルケアHPより抜粋（一部改変）
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本県における福祉避難所の対象となる者の考え方について（現状及び課題）　※一部、再掲

【現状】
　「高知県福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」
　　・④高齢者（一人暮らし、高齢者のみ世帯等）
　　・(2)上記のうち、既存統計や避難行動要支援者名簿等で人数の把握が可能なものについては、その情報を活用する。
　
　「高知県災害時における要配慮者の避難支援ガイドライン」
　　・生活の基盤が自宅にある方のうち、要介護認定３～５を受けている者

【課題】
　・国、県のガイドラインは例示にとどまっており、福祉避難所の想定避難者の基準が各市町村により異なる
　（要支援１～要介護２の方、75歳以上の全ての高齢者　等）
　・県全体で 福祉避難所が限られるなか、要配慮者の健康や要介護度の悪化を防ぎつつ、安全な避難場所を確保
　  することが困難

⇒　福祉避難所の対象者の目安として、示す例
　①避難行動要支援者名簿登載者（主に要介護３～５の高齢者）
　②自力歩行が可能で自力で避難できるが、避難生活に支援が必要な高齢者　等
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避難生活場所ごとの特徴

避難生活場所 主な支援者 主な設備 その他

①

病院

・医療職
　（医師、看護師、薬剤師  等）
・県外からの保健医療福祉支援

・医療用設備、機器
・ベッド
・バリアフリー

受入体制が整い次
第、受入

社会福祉施設
（高齢者）
※緊急入所

・介護職
　（介護福祉士、ヘルパー　等）
・県外からの保健医療福祉支援

・福祉用設備（移動用リフト、
車椅子用トイレ等）、機器
・特殊寝台（電動ベッド）
・バリアフリー

〃

② 福祉避難所

・市町村職員（保健師　等）
・介護職
　（介護福祉士、ヘルパー　等）
・県外からの保健医療福祉支援
・家族

・簡易ベッド、段ボールベッド
・バリアフリー

〃

③
一般の避難所

（福祉スペース）

・市町村職員（専門職以外も）
・地域住民
・県外からの保健医療福祉支援
・家族

・簡易ベッド、段ボールベッド

※バリアフリーでない場合も
ある
※１人当たり最低3.5㎡の居
住スペースの確保

発災後、すぐに開設
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避難生活場所 避難対象者（案） 支援内容

①

病院

※介護医療院を含む

要介護度に関わらず、医
学的管理が必要な方

※在宅酸素療法者や痰
吸引等の医療行為が必
要な方（電源や水の確保
が必要な方）

看護、医学的管理

※ライフライン（電気や水）が回復するまで
（１ヶ月程度）の受入を想定

社会福祉施設
（緊急入所）

・要介護５
・要介護４
・要介護３

のうち、家族がいても、
専門職でないと介護が
難しい方

介護職による日常生活上の世話（介護）

避難生活場所ごとの避難対象者（案）　①病院・社会福祉施設

　※上記に関わらず、発災後は状況に応じた臨機応変な対応が必要。
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避難生活場所 避難対象者（案） 支援内容

②
福祉避難所

（主に生活支援が必要な方）
・要介護５
・要介護４
・要介護３

※入浴、排せつ、食事等の介助や体を動か
すことに支援が必要な方（要介護認定等基
準の「直接生活介助」、「機能訓練関連行
為」の割合が高い方）
・要介護１，２のうち、次ページで例示する方

（生活支援）

・家族等の介護に加え、支援スタッ
フによる日常生活上の世話（介護）

※単身高齢者や、高齢者のみ世帯
の受入が可能な人員の確保が必要
（今後、検討）

（主に見守り支援が必要な方）
・要介護５
・要介護４
・要介護３

※認知機能の低下により、居場所が分から
ない、危険を避けることが難しい方　等
・要介護１，２のうち、次ページで例示する方

（見守り支援）

・家族等の介護に加え、支援スタッ
フによる日常生活上の見守り

※単身高齢者や、高齢者のみ世帯
の受入が可能な人員の確保が必要
（今後、検討）

避難生活場所ごとの避難対象者（案）　②福祉避難所

　※上記に関わらず、発災後は状況に応じた臨機応変な対応が必要。
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避難生活場所ごとの避難対象者（案）　②福祉避難所

要介護１，２の方で、対象となりうる方（案）

（生活支援が必要な方の例）

・片麻痺等で移動や排せつの支援が必要な方

・訪問介護（うち、身体介護が中心）利用者

・常食ではなく介護食が必要な方

・その他、ケアマネジャー等により、一般の避難所での生活が困難と判断された方

（見守り支援が必要な方の例）

・認知症により、うながし程度の見守りが必要な方や配慮が必要な方

・その他、ケアマネジャー等により、一般の避難所での生活が困難と判断された方

要介護認定の
一次判定結果
の活用も検討

（例：日常生
活自立度２また
は３の方　等）
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避難生活場所 避難対象者（案）
必要とされる配慮

（避難所における要配慮者支援ガイドを参考に作成）

③
一般の避難所

（福祉スペース）

・要介護２
・要介護１

のうち、家族や地域
住民の介助で、概ね
生活が可能な方

・要支援２
・要支援１

・要介護認定を受け
ていない高齢者

※いずれも比較的軽
度で専門な支援を必
要としない方

【情報伝達】
・避難所に掲示する情報などは、大きな文字で掲示し、
口頭で伝える際には、わかりやすい言葉や表現を使
用

・音声で情報を流す場合は、必要に応じて拡声器を
通して流す等の配慮

【日常生活】
・移動時の介助などを行い、必要に応じて杖や車い
すの利用

【見守りや声かけ】
・健康状態や生活が困難になっていないかを把握す
るため、周囲の避難者による声かけや見守り

等

避難生活場所ごとの避難対象者（案）　③一般の避難所（福祉スペース）

　※上記に関わらず、発災後は状況に応じた臨機応変な対応が必要。
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愛媛県新居浜市 新潟県上越市 京都府京都市

病院
医療的な処置や治療が必要な方

社会福祉施設

※緊急入所

・要介護者、高齢者 
・身体障がい者、精神障がい者、知的
障がい者

※専門の設備・機材、専門スタッフによ
るケアを必要とする方。

身体状況の悪化等により、福祉避難所
での避難生活が困難な方

福祉避難所

・高齢者、要介護者、身体障がい者

・精神障がい者、発達障がい者、知的
障がい者
 ※家族等の介助に加え、施設スタッフ
の補助等により避難所生活が可能な方。

【要介護認定のある高齢者】
要介護度4または5の認定を受けた人の

うち、特別な医療ケアが必要な人、ひと
り暮らしの人、高齢者のみ世帯のいず
れかに該当する人

【障害のある人】
身体障害者手帳1級または2級、精神障
害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの

いずれかを所持している人のうち、障害
支援区分5または6の認定を受けた人

一般の避難所において、保健師等の健
康調査等による所見に基づき、福祉避
難所への受入を調整し、移送対象者を
決定。

※移送対象者は、まず重度の要配慮者
（要介護度3以上又は障害支援区分4以
上）から選定し（第1次選定）、さらに第1
次選定で対象とならなかった方につい
ては、保健師等の健康調査による所見
に基づき決定（第2次選定）。

一般の避難所
(福祉スペース)

・高齢者、要介護者、身体障がい者

・精神障がい者、発達障がい者、知的
障がい者
・乳幼児、妊産婦
・病弱者（医療機器等の使用）

※いずれも比較的軽度で専門設備等を
必要としない方。

比較的介護度が軽度で専門的なケアは
必要ではないが、配慮を必要とする方

（参考）福祉避難所等の対象者を限定している他府県の事例



主な介護サービス・介護予防サービスについて

介護給付（要介護１～５）・予防給付（要支援１～２）

要支援 要介護

訪問介護
- １～５

ホームペルスサービス　ホームヘルパーが訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、掃
除洗濯などの生活援助を行います。

訪問入浴介護
１，２ １～５

浴槽を積んだ入浴者などが訪問し、入浴の介助を行います。要支援１，２の方は自宅に浴槽
がないなどの場合に受けられます。

訪問看護
１，２ １～５

看護師などが自宅を訪問し、病状の観察や療養上のお世話を行います。

訪問リハビリテーション
１，２ １～５

リハビリ専門職が自宅を訪問してリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導
１，２ １～５

医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

定期巡回・随時対応型訪問介
護看護 - １～５

日中、夜間を通じて１日に複数回の定期的な訪問や、通報による訪問で介護と看護の連携し
たサービスをします。

夜間対応型訪問介護
- １～５

夜間の巡回や通報によりヘルパーが訪問して介護や日常生活上のお世話をします。

通所介護（デイサービス）
- １～５

通所介護施設に通い、日帰りで食事、入浴、排泄等の介護や機能訓練をします。

通所リハビリテーション
１，２ １～５

医療機関や介護老人保健施設などに通い、日帰りでリハビリテーションを受けます。

短期入所生活介護
１，２ １～５

ショートステイ　介護老人福祉施設などに短期間入所して食事、入浴、排泄等の介護や機能
訓練をします。

地域密着型通所介護
- １～５

小規模通所介護施設に通い日帰りで食事や入浴、排泄等の介護や機能訓練などをします。

認知症対応型通所介護
１，２ １～５

認知症の高齢者がデイサービスセンター等に通い、食事、入浴、排泄等の介護や機能訓練を
します。

小規模多機能型居宅介護
１，２ １～５

「通所サービス」を中心に「訪問」「泊まり」を組み合わせて本人の心身の状態や希望に応
じて食事、入浴、排泄等の介護や機能訓練をします。

複合型サービス 小規模多機能型居宅介護の機能に訪問看護を組み合わせたサービス。

特定施設入居者生活介護
１，２ １～５

有料老人ホーム等に入居している方に食事、入浴、排泄等の介護や機能訓練、療養上のお世
話をします。

認知症対応型共同生活介護
２ １～５

グループホーム　認知症高齢者が少人数で共同生活をしながら家庭的な雰囲気の中で介護や
機能訓練をします。

地域密着型特定施設入居者生
活介護 - １～５

小規模な有料老人ホーム（定員２９名以下）などに入居している方に、介護や機能訓練、療
養上の世話をします。

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護 - ３～５

小規模な特別養護老人ホーム（定員２９名以下）などに入居している方に、介護や機能訓
練、療養上の世話をします。

介護老人福祉施設
- ３～５

特別養護老人ホーム　常に介護が必要で自宅での介護が難しい方に入所して介護や機能訓
練、療養上の世話をします。

介護老人保健施設
- １～５

病状が安定し、リハビリテーションが必要な方に入所して看護医学的管理の下で介護や機能
訓練をします。

介護医療院
- １～５

要介護者に対し、長期療養のための医療と日常生活の世話を一体的に行います。

１，２ １～５
介護用ベットや車椅子、歩行器、杖他、安全に生活を送るための用具を貸与。
 ※要介護度により利用できない福祉用具あり

地域支援事業

要支援 その他

介護予防・日常生活支援総合事業 １，２

65歳以
上、全て
の方

※要介護
認定の申
請不要

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業
・介護予防把握事業
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・一般介護予防事業評価事業
・地域リハビリテーション活動支援事業

対象者

福祉用具貸与

対象者

区分 種類 内容

種類 内容

訪
問
型

通
所
型

入
所
型

参考資料①


